
電話

（第 1 章）

（第 1 節）

（第　 2

21 ～ 23 年度

③１人当り年間平均人件費
人 　件 　費

（概算）

13,230 39,690 0　総　事　業　費 ①＋④

④＝②×③

②人　数（年間）

平成23年度

事務事業開始年度

区　　　　分

直接事業費

国支出金

道支出金

一般財源

11,430

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　　意　　図
（何をねらっているの
か｡対象をどのような
状態にしたいのか）

国保被保険者の中から健康基本健康診査結果で、生活習慣病の発症する頻度が高いと
判断された、ヘルスアップを希望する方

　被保険者の生活習慣病対策を重点的に行い、生活習慣病の一次予防を中心に位置付
けた事業として個々の被保険者の自主的な健康増進及び疾病予防を図り、ひいては被
保険者のQOLの向上を通した将来的な医療費の適正化につながるものである。

①合　計

19年度予定額

その他特財

地方債

　基本健康診査の結果から設定した基準値に該当する人を抽出し、郵便などで参加を募
り、年間約100人程度を対象とした、食習慣及び運動習慣の改善のため、民間のスポーツ
クラブに運動教室を委託し、生活改善の動機付けを行う。また、参加者の改善状況を経
年に渡って分析することにより、医療費の適正化につながるものである。

2,6002,600

（単位：千円）【費用の予定額】

１9年度

20年度

8,000

別紙２

6整理番号

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務　

 平成１８年度事務事業評価調書（新規用）　　　　北広島市

市民部市民課

川幡博行課長職名

内線658

平成１８年１０月

事務事業名

作成日滝本　明部長職名

作成部署ヘルスアップ事業

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

市が行う
事務事
業の具体
的な実施
内容
（※補助
金等の場
合は団体
等の活動
内容）

8,000

7,800

24,000

20年度予定額

5,400

9,000

0

2,490

9,000

0.60

034,290

13,230

1,800

0.20

9,000 9,000

0.20

11,430

830

章 安全で安心できるまち

施策）保健予防の推進施策

健康と医療

同上

平成19年度
根拠法令等

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

　〃 終了予定年度

　計　画　

事務事業の概要

節

国民健康保険法第82条(昭和33年12月27日法律第192号)

○　国民健康保険の保険者は従来から、健康教育、健康診査等被保険者の健康増進のための事業(保
健事業)を実施してきた。
○　平成17年度より国民健康保険の保健事業は、「生活習慣病対策への重点化」、「きめ細かい保健指
導の重視」、「地域の特性に応じた保健事業の展開」の3つを基本的な考え方とし、展開されることとなっ
ている。対象となる事業は、(1)国保ヘルスアップ事業(2)国保保健指導事業(3)健康管理センター等健康
管理事業(4)健康総合対策事業、(5)高齢者保健福祉支援等事業である。

21年度
以降

同上

毎年度

21年度以降予定額

830

1,800



【事務事業を評価する指標（ものさし）】

3

4

4

4

3

4

3

4

4

■

□

□

■新規事業優先度ランク

＋ ×2 ＝ ⇒

100％ 100 100 100

すぐ実施する必要があるか、熟度は高まっているか（緊急度合）

１～５

100

１～５

緊急性

公平性

受益者負担は適正か（適切な場合及びなじまない場合は5点）

１～５

１～５

成果指標① 参加者の出席率

【指標の定義（算式等）】

成果指標② 参加者の継続率

100100100 100

活動指標③

活動指標
（事務事業の
活動量や実
績）

人活動指標① 参加者数

活動指標②

20年度目標 21年度目標19年度目標

整理番号 6

22年度目標単位

％ 100 100 100

評価項目 チェック項目

２　指　標

必要性
と

妥当性

【指標の定義（算式等）】

成果指標
（目的の達成
度を測るもの
さし）

指　標　名
指　　　　　標　　　　　値

配点
低→高

事業担当部局
の評価(１次)

行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公益性の度合）

市民や社会の要求はどの程度か（ニーズの度合） １～５

３　評　価　
黄色の欄に数字を入力すると自動的に計算されます

15
点
満
点

11

10
点
満
点

7

行革本部の
評価(２次)

上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥当性の度合） １～５

１～５

15
点
満
点

11

10
点
満
点

目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段有効度合）

投入する予算や人員に見合った効果が期待できるか（費用対効果の度合） １～５

有効性

上位の施策への予想される貢献度はどの程度か（貢献度合）

33

民間活力の活用性評価
（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

33

２次評価1次評価

民間等での実施または市民等との協働の可能性はほとんどない。

説明

（上記
評価の
総合的
な説明）

事業
担当
部局

今後増加する高齢者の医療費抑制のため、生活習慣病の一次予防対策として、国保ヘルスアップ事業
は有効であり、早期に実施することは、将来の医療費の軽減に役立つため、極めて効果のある事業であ
る。評価項目においては、必要性、有効性、効率性が高く評価されるものである。

行革
本部

高医療費の当市において、生活習慣病の予防に向け、運動習慣の動機付けを行う本事業は妥当性や
緊急性があるが、効率的な実施が必要である。

33

法律で実施が義務付けられている事務事業か

33

　　　■有　　　　　□無　平成20年から

５
点
満
点

５
点
満
点

4

計

10
点
満
点

効率性 事業の実施方法は効率的か（同じ経費でもっと効率的な方法はないか） １～５ 7

10
点
満
点

５
点
満
点

4

５
点
満
点

7

4

7

4

総合 ランク 112～135⇒☆☆☆（各評価項目合計点数が高い）
  81～111⇒ 　☆☆（各評価項目合計点数が普通）
   80以下 ⇒　  　☆（各評価項目合計点数が低い）

99 ☆☆


